
２ ． 改正後の『 人材確保等促進税制』

改正後は、 国内設備投資要件を撤廃した上

で、 人材育成への投資特典としての教育訓練

費の上乗せはそのままに、 新卒・ 中途採用に

よる外部人材の獲得をメインとした『 人材確

保等促進税制』 へと生まれ変わります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

１ ． 従来の『 所得拡大促進税制』

中小企業者等が適

用できる『 所得拡大

促進税制』 は、 『 賃

上げ税制』 とは異な

り“ 賃上げ” の要件のみですが、 右上のよう

に2つあります。

これらの要件をすべて満たした場合の税額

控除は、 全体の賃上げ（ 増加額） がベースで

す。 また、 『 賃上げ税制』 と同様、 上乗せ措

置はありますが、 この場合の要件は『 賃上げ

税制』 と異なり、 教育訓練費の増加以外にも
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中小企業向けの 『所得拡大促進税制』

要件があります。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

２ ． 改正後の『 所得拡大促進税制』

改正により簡素化され、 賃上げ要件として

求められる値は“ 全体” のみとされました。

経済産業省HP「令和3年度経済産業関係税制改正について」https: //www.meti.go.jp/mai

n/yosan/yosan_ fy2021/pdf/zeisei.pdf

いずれの改正も、 令和3年4月1日以降開始

事業年度（ 個人（ 所得税） は令和4年分） か

ら適用開始となります。

 継続雇⽤者の賃上げ
要件

 全体の賃上げ要件

(※) 経済産業省HP「 令和3年度 経済産業関係 税制改正について」 https: //www. meti . go. j p/mai n/yosan/yosan_fy2021/pdf/zei sei . pdf
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令和６年度税制改正の概要

　　令和5年12月14日に、与党より「令和6年度税制改正大綱」が公表されました。
　今回はここから一部をピックアップし、ご紹介させていただきます。

  2. 交際費等の損金不算入制度
　　　交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準を「1人当たり
　　1万円以下（現行:5,000円以下）」に引き上げる。令和6年4月1日以後に支出する飲食費に適用する。
　　　また、「接待飲食費の50％損金算入特例」と「中小企業の定額控除限度額（年800万円）の特例」の
　　適用期限を令和9年3月31日まで3年延⾧する。

【個人所得課税】
 定額減税の実施
  デフレに後戻りさせないための措置の一環として、定額減税を実施する。減税額は、令和6年分の
　所得税について、納税者（合計所得金額1,805万円以下）と、配偶者を含めた扶養家族1人につき3万
　円、令和6年度分の個人住民税（所得割の額）について、納税者（合計所得金額1,805万円以下）と、
　配偶者を含めた扶養家族1人につき1万円の合計4万円となる。

　定額減税の実施方法は、納税者本人が給与所得者の場合、所得税については、令和6年6月以降の源泉
徴収税額から、控除しきれるまで順次控除していくのに対して、個人住民税については、令和6年6月分
は特別徴収を行わず、「定額減税“後”の税額」を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均等に特別
徴収していく。
　給与等の支払者は、支払明細書や源泉徴収票の摘要欄に、源泉徴収税額から控除した額等を記載する。
特別徴収義務者は、令和6年分の給与支払報告書の摘要欄に所得税額から控除した額等を記載する。

※資本金１億円以下の中小企業は「接待飲食費の50％損金算入特例」の選択も可。

  1. 賃上げ促進税制
  (1) 中堅企業向け賃上げ促進税制
　　　常時使用する従業員数2,000人以下の法人を対象とした、中堅企業向け賃上げ促進税制を創設する。
　　原則の税額控除率は10％だが、継続雇用者給与等支給額の対前年比の増加割合が4％以上の場合は、
　 「15％上乗せ」する。教育訓練費に係る上乗せ措置等も設けられており、これら上乗せ措置を適用し
      た場合の税額控除率は、最大35％となる。
　　(2) 中小企業向け賃上げ促進税制
　　　資本金1億円以下の中小企業向け賃上げ促進税制については、原則の税額控除率15％は維持した上で、
　　新たにプラチナくるみん認定(※1)若しくはプラチナえるぼし認定(※2)を受けている場合等の上乗せ措置
　　を創設する。上乗せ措置の適用による税額控除率は、最大45％（現行:40％）となる。

※１ 「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定
※２ 女性の活躍推進に関する状況等が優良な企業へ厚生労働大臣の認定


